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議案第７号 

 

   紫波町税外収入未納金等徴収条例等の一部を改正する条例 

 

（紫波町税外収入未納金等徴収条例の一部改正） 

第１条 紫波町税外収入未納金等徴収条例（昭和39年紫波町条例第20号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の現行の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分（以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分（以下「

改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

現   行 改 正 後 

（督促手数料） （督促手数料） 

第２条 町長は、法第 231条の３第１項の規

定により、歳入について督促状を発したと

きは、督促状１通について、 200円の督促

手数料を徴収しなければならない。ただし

、公共下水道、農業集落排水施設、小規模

集合排水処理施設又は管理型浄化槽の使用

料に係る督促であつて、水道料金の督促状

に併記して行う場合は、この限りでない。 

第２条 町長は、法第 231条の３第１項の規

定により、歳入について督促状を発したと

きは、督促状１通について、 200円の督促

手数料を徴収しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

 （紫波町飲料水供給施設条例の一部改正） 

第２条 紫波町飲料供給施設条例（昭和46年紫波町条例第29号）の一部を次のように改正する

。 

  次の表の改正部分に対応する同表の改正後部分が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を

削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

現   行 改 正 後 

（使用料） （使用料） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 町長は、使用料を納期までに納付しない

者があるときは、期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

 ４ 町長は、前項の規定により督促状を発し

たときは、督促状１通につき 100円の督促

手数料を徴収する。 

（紫波町営農飲雑用水施設条例の一部改正） 

第３条 紫波町営農飲雑用水施設条例（昭和57年紫波町条例第34号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正部分に対応する同表の改正後部分が存在する場合には、当該改正部分を当該
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改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を

削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

現   行 改 正 後 

（使用料） （使用料） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 町長は、使用料を納期までに納付しない

者があるときは、期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

 ４ 町長は、前項の規定により督促状を発し

たときは、督促状１通につき 100円の督促

手数料を徴収する。 

（紫波町簡易給水施設条例の一部改正） 

第４条 紫波町簡易給水施設条例（昭和60年紫波町条例第16号）の一部を次のように改正する

。 

  次の表の改正部分に対応する同表の改正後部分が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を

削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

現   行 改 正 後 

（使用料） （使用料） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 町長は、使用料を納期までに納付しない

者があるときは、期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

 ４ 町長は、前項の規定により督促状を発し

たときは、督促状１通につき 100円の督促

手数料を徴収する。 

（紫波町下水道条例の一部改正） 

第５条 紫波町下水道条例（平成22年紫波町条例第18号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正部分に対応する同表の改正後部分が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を

削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

現   行 改 正 後 

（排水設備等の工事の実施） （排水設備等の工事の実施） 

第９条 排水設備等の新設等の工事は、排水

設備等の工事に関し技能を有する者（以下

「責任技術者」という。）が専属する業者

として規則で定めるところにより町長が指

定した工事店（以下「排水設備工事指定店

」という。）が施行しなければならない。 

第９条 排水設備等の新設等の工事は、排水

設備等の工事に関し技能を有する者（以下

「責任技術者」という。）が専属する業者

として規則で定めるところにより町長が指

定した工事店（以下「排水設備工事指定店

」という。）が施行しなければならない。

ただし、災害その他非常の場合において、

町長が他の市町村長（地方公営企業法（昭
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和27年法律第 292号）第７条の規定により

置かれた下水道事業の管理者を含む。）の

指定を受けた者に工事を行わせる必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

２ 略 ２ 略 

 （占用料の徴収）  （占用料の徴収） 

第62条 略 第62条 略 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

 (４) 地方公共団体の行う事業で地方公営

企業法（昭和27年法律第 292号）第２条

第１項に規定する地方公営企業以外の事

業に係る占用物件 

 (４) 地方公共団体の行う事業で地方公営

企業法第２条第１項に規定する地方公営

企業以外の事業に係る占用物件 

２ 略 ２ 略 

（使用料等の督促等） （使用料等の督促等） 

第66条 町長は、この条例の規定により徴収

する使用料その他の収入（以下「使用料等

」という。）を納期までに納付しない者が

あるときは、当該使用料等に係る督促手数

料及び延滞金を徴収するものとし、その徴

収については、紫波町町税外収入未納金等

徴収条例（昭和39年紫波町条例第20号）の

規定を適用する。この場合において、第23

条の受益者負担金に係る延滞金については

、都市計画法第75条第４項の規定により、

同条例第３条中「14.6パーセント」とある

のは「14.5パーセント」とする。 

第66条 町長は、この条例の規定により徴収

する使用料その他の収入（以下「使用料等

」という。）を納期までに納付しない者が

あるときは、当該使用料等に係る督促手数

料及び延滞金を徴収するものとし、その徴

収については、次項に定めるものを除き、

紫波町町税外収入未納金等徴収条例（昭和

39年紫波町条例第20号）の規定を適用する

。この場合において、第23条の受益者負担

金に係る延滞金については、都市計画法第

75条第４項の規定により、同条例第３条中

「14.6パーセント」とあるのは「14.5パー

セント」とする。 

 ２ 第17条の使用料（第36条、第41条及び第

57条において準用する場合を含む。この項

において同じ。）に係る督促手数料は、督

促状１通につき 100円とする。ただし、第

17条の使用料を岩手中部水道企業団給水条

例（平成26年岩手中部水道企業団条例第24

号）の規定により徴収される水道料金又は

紫波町飲料水供給施設条例（昭和46年紫波

町条例第29号）、紫波町営農飲雑用水施設

条例（昭和57年紫波町条例第34号）若しく

は紫波町簡易給水施設条例（昭和60年紫波

町条例第16号）の規定により徴収する使用

料に併せて徴収するときは、この限りでな

い。 

 

附 則 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の督促手数料の規定は、施行日以降に納期限の到来する使用料に係

る督促手数料について適用し、同日前に納期限の到来した使用料に係る督促手数料について

は、なお従前の例による。 

３ 第５条の改正による改正後の紫波町下水道条例第９条ただし書きの規定は、この条例の施

行の日以後に申請する排水設備等の新設等の工事から適用し、同日前に申請した排水設備等

の新設等の工事については、なお従前の例による。 

 

 

令和８年２月２７日提出 

 

紫波町長 鎌 田 千 市  

 

 

 

 

理由 

公共下水道等の使用料に係る督促手数料の額を改定するとともに、排水設備等の工事を行う

ことのできる者の要件を改めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由であ

る。 

 

 


